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1.目 的

本論の 目的は、 「女性 に対す る暴力」 についての大学生の意識 と経験に関す る調査結果を分析

し、状況を把握するとともに、過去のデータとの比較によ り調査結果 を検討 し考察することであ

る。

2.方 法

本論の もととなったデータは、1998年 か ら2001年 にかけて筆者がおこなった質問紙調査(以 下

「今回調査」 と略記)の 結果にもとづいている。今回調査は、大学、短期大学お よび各種学校計

4校 での筆者の講義参加者 を対象に、講義中に質問紙を配布 、記入を依頼 し、記入後回収する方

式で実施 した。質問紙は、1997年 に実施 され1998年 に報告書が刊行 された東京都の調査(東 京都

1998)と の比較 を意図 し、東京都調査 と同一の質問を使用 した。

東京都調査の質問紙は、 「女性に対す る暴力」等 についての意識に関す る質問(問1～ 問11)、

女性 に対す る暴力 についての経験に関す る質問(女 性 のみ対象、問12～17)、 回答者 の属性に関

する質問(F1～15)か ら構成 されている。今回調査では、女性には問1～15、 男性 には問1～

11、そ して双方に簡単な属性(所 属学校 、学年、学科、性別)に ついて回答 してもらった。女性

への質問か ら問16・17を 省いたのは、問16・17が 配偶者 ・パー トナーか らの暴力についての質問

であるのに、今回調査の対象者が大学生であ り、ほぼ全員が未婚であると予想 されたためである。

調査の実施にあたっては、調査の趣 旨を説明 して協力 を求めた。また、その後の講義 において

は、DVな どの性暴力お よびその対応 ・防止に関す る基礎知識、特に被害を被害者の責に帰 して

はならないことなどを説明 し、調査や講義が参加者 に対 して侵襲的 にならないよ うに配慮 した。

3.結 果

3.1.　 回答者プロフィール

回答は総計790票 で、調査時点および回答者の属性 ごとの内訳は表1～4の 通 りであった。



なお、調査実施校の うち、Aお よびBは 中部地方の四年制大学で、Cは 看護系の三年制短期大

学、Dは 同 じく看護系の三年制各種学校 である。また、Aお よびBで の講義 参加者は2年 生を中

心に各学年にわた るが、Cお よびDで は全員1年 生である、とい うちがいがある。

3.2.　 単純集計

各質問に関す る回答の単純集計結果の うち、問1～11の 結果 を下図に示 した。なお、問1～11

は、両性の関係や女性 に対す る暴力 についての意識 に関する質問(問1～8お よび問10、11)と

女性への暴力への許容度に関す る質問(問9)に 大別できるので、図 も分けて示 した。



3.3.　 各カテゴリー間の有意差

調査時点および回答者の属性のい くつかに関 して、回答の傾 向の差を検証 した。回答の4選 択

肢を得点化 し、そのカテ ゴリー ごとの平均について一元配置分散分析およびF検 定をお こなった。

その結果は表5の よ うになった。

これ を一瞥 してわかるように、性差と他のカテ ゴリー による差 にはかな りの傾 向のちがいがあ

る。以下、各項 目にあ らわれた傾 向について検討す る。

3.3.1.　 年度による有意差

年度 による有意差は、問10の みに見 られた。問10は 夫か ら妻へ の暴力について当事者間解決 と

公的機関等 による介入 のどちらを選好す るか問 う質問であるが、後になるにつれ て公的機 関等に

よる介入が選好 され るよ うになっている。 これ は、1998年 の東京都調査結果 の公表か ら2001年 の

DV法 制定にかけての時期に、DVが 社会で解決すべ き社会問題である、とい う認識が学生 レベ

ルでも広がっていっていることを示 していると解釈 できる。

3.3.2.　 学校 による有意差

学校 による有意差は、問1、2、3、4、5、6、10お よび問9項 目hの8つ で見 られた。各

大学の平均点の1順位のパ ター ンは各問でさまざまであ り、い ささかまとめに くいが、Cが 最低点



のパ ター ンが4つ 、Bが 最 低点 のパ ター ンが3つ 、Aが 最 低点 のパ ター ンが1つ あった。Cが 最

低 をマー ク したの は問2と 問3(と もにCDBA)、 問4(CDAB)、 問5(CADB)で 、B

が最 低 をマ ー ク した のは 問1(BACD)、 問9h(BADC)、 問10(BDAC)、Aが 最 低 で

あ ったの は問6(ACBD)で あ った。

た とえばCに 着 目す る と、Cは 問2、3、4、5、6で 平均点 が低 く、問1、9h、10で 平均

点 が高 い。 す な わ ち、妻 は夫 子 ど もを優 先(問2)、 夫 は妻子 を主導(問3)、 ポル ノ視 聴強 要

(問9h)許 容 とい った男性優 位 是認的傾 向が相対 的 に強 く見 られ る一方 で、性別 役割 分業(問

1)否 定 、意 見対 立 の話 し合 い解決 志 向(問4)、 身体接 触(問5)や 車 内で のヌー ド閲覧(問

6)は 女性 へ の人権 侵 害 と認 識 、妻 へ の暴 力は公 的介 入 を志 向(問10)、 な どの平等 志 向 も相 対

的 に強 く出 てい る。 ま た、AとBは 相 対 的 にはCの 逆パ ター ン、DはCの 傾 向 をやや マ イル ドに

した もの と見 るこ とが でき る。

先 に も述べ た よ うに 、CとDは 看護 系 の短期 大学 ・各 種学校 で あ り、問1の 役割 分業 否定 は彼

らの共働 き ・就 業継 続志 向 をあ らわ した もの で、 それ と男性優 位 的な家 内道徳(問2、3)が 同

居 してお り、一方 で性 道徳 の面で は潔癖(問5、6)、 とい う解 釈 が で きる。



3.3.3.　 学年による有意差

学年による有意差は、間1、2、3、6、8、10の6問 、および問9のhとiの2項 目で見 ら

れた。各学年の平均点の順位のパターンは各問で さまざまだが、大まかには、1年 生の点数が低

いものと、4年 生の点数が低いものに分け られ る。以下に見てみ よ う。

まず1年 生の点数が低いのは、問2、3、8、10の4問 である。 この うち問2と 問8は 、1年

生か ら3年 生まで順次平均点が上が り4年 生で少 し下がる、 とい うパ ターンをとる。問3と 問10

は1年 生から4年 生まで順次平均点が上がっている。それ に対 し、4年 生の点数が低いのは問1、

問6、 問9項 目hお よびiの4つ である。間1と 問9項 目iが4年 、2年 、1年 、3年 の1順に平

均点が高 く、問9項 目hは4年 、2年 、3年 、1年 の順、そ して問6が4年 生から1年 生まで順

次平均点が上がっている。

す なわち、1年 生では、妻は夫子 どもを優先(問2)や 夫は妻子を主導(問3)と いった意見

に肯定的で、妻への暴力に対 して当事者解決志向(問10)が 強 く、ポル ノ視聴強要(問9h)や

避妊非協力(問9i)に 許容的であるなど、男性優位 的な性道徳に したが う一面を示す一方、性

別役割分業(問1)に 否定的で,車 内でのヌー ド閲覧(問6)や 買春(問8)は 女性 に対す る人

権侵害と考 える傾 向が強いな ど、平等志向も示 している。4年 生はその逆の傾向 となる。

後述す るが、東京都の調査結果では問6、 問8の 得点は年齢層が高いほど低 く、この種の性暴

力に非許容的になる(3.4.1.参 照)。 今回調査で4年 生が1年 生 に比べ許容性が高いことはそ

れ とは逆 の傾 向であり、注 目に値す る。

3.3.4.　 学科による有意差

今回調査の対象者の所属学科は、心理系、 社会系、教育系、看護系な ど多岐にわた り、細かい

専攻分野が特定 しにくかったため、 ここでは看護系か非看護系か とい う2カ テ ゴリー に大別 して

有意差を見た。今回調査において、看護系は短期大学お よび専門学校(と もに三年制)に 所属、

非看護系は四年制大学に所属 してい るため、 この差は学歴階層の差 と考えることもできる。

学科による有意差は、問2、3、4、8の4問 、および問9hの1項 目で見 られた。平均点は、

問2、3、4、8で は非看護系の方が高 く、問9の 項 目hで は看護系の方が高かった。 これは、

2つ の傾 向が混合 していると見 ることができる。

すなわち、看護系は非看護系に比べ、妻は夫子 どもを優先(問2)や 夫は妻子を主導(問3)

に肯定的で、ポル ノ視聴の強要(問9h)に 許容的であるなど、一方では、従来の性別役割分業

に沿った考え方を一方では示 してい る。その一方で、看護系は非看護系に比べ、対立の解決にお

いて話 し合い志向(問4)が より強 く、買春は女性に対す る人権侵害(問8)と 考える傾向がよ

り強いな ど、平等志向も見 られ る。



3.3.5.　 性別による有意差

性別 による有意差は、問1、4、5、8、10、11の6問 、お よび問91で はa、b、c、d、f、

i、jの7項 目にのぼ り、他のカテ ゴリー とはかな りちがった傾 向を示 した。その結果を少 しく

わ しく見てみ よう。

平均点は、問1と 問10で 女が男よりも有意に高 く、それ以外では女が男 よりも有意 に低かった。

す なわち、女性の方が、 「男は仕事、女は家事育児」 とい う性別役割分業に否定的であ り(問1)、

妻への暴力に対 しては当事者間解決 より公的介入 を選好す る(問10)。 また、女性の方が、意見

対立の解決の手段 として話 し合いを志 向し(問4)、 女性部下への身体接触(問5)や 買春(問

8)は 女性への人権侵害 と考え、夫婦間 レイプは問題であるとい う認識 が強い(問11)。

また、暴力の許容非許容に関す る質問(問9)で も、無視(a)、 交友 ・電話監視(b)、 外出

制限(c)、 大事なものを捨てる ・壊す(d)、 殴 るふ りでお どす(f)、 避妊非協力(i)、 性行

為強要(j)の 各項 目について、女性の方が 「何があっても許せない」 と考えている。

以上か ら、女性への暴力 に対 しては、総 じて女性の方が明 らかに厳 しい見方をもっていると見

ることができるだろ う。

ただ し一方で、問2(妻 は夫子 どもを優先)、 問3(夫 は妻子 を主導)、 問9の 項 目h(ポ ル ノ

視聴の強要)の ように、学校 ・学年 ・学科では有意差が出ているのに男女では有意な差 にまで至

らないもの もある。また、問9の 項 目e(平 手打 ち)に ついて、男性 より女性の方が許容的であ

ることは大いに注 目に値す る。

3.4.　 東京都調査との比較

2.で 述べたよ うに、東京都調査(東 京都　1998)と 同 じ質問文を用いた調査票 を使用 したの

で、厳密ではないが、東京都の調査結果 との比較が可能である。以下でその結果を検討 していこ

う。

3.4.1.　 両性の関係と 「女性に対する暴 力」に関する意識の比較

問1～8お よび問10、11で 質問 されている 「女性 に対す る暴力」等に関する意識 について、東

京都の単純集計結果 と今回の単純集計結果をパーセンテー ジにあ らわ して比較 した(表6)。

ここか らいくつかのことが明 らかになる。

まず、問1～3の 性別役割分業に関す る意識 では、東京都 よりも今回のデータのほ うがより平

等志向が強い。 そ して問5、7の 身体接触をともな う猥褻行為 ・性的嫌が らせへの意識 は、今回

のデータのほ うがより厳 しい。 また、問10の 妻へ暴力の当事者解決回避や問11の 夫婦間レイプへ

の厳 しい見方 も、今回のデー タの方がよ り鮮明で、女性差別や性暴力への抵抗感 の強 さをあらわ

す ものと解釈できる。



それに対 し、問6の よ うに環境 を悪化 させ る性的な行為、あるいは問8の 買春 については、東

京都データよりもやや容認的な回答になっている。だが、東京都データで も、回答者の年齢層が

高いとよ り非容認的な回答が多い(東 京都1998:17一8)こ とを考え合わせれば、これ も東京都

デー タと同様 の傾 向が示 されていると考えることができる。

そ して問4は 、東京都調査のデータと今回調査のデー タが、ほぼ同 じ傾向を示 してい る。

以上を見ると、今回調査のデータは東京都調査に比べ、全体的には同様の傾向、部分的には よ

りラディカルな傾 向を示 している。 この理由は未詳だが、今回調査の回答者が大学 ・短大生な ど

の若年層であることと何 らかの関係があるのではないか と推測 され る。

3.4.2. 「女性に対する暴力」に関する許容度の比較

次いで、問9で 質問 されている 「女性 に対する暴力」に関す る許容度 について、東京都の単純

集計結果 と今回の単純集計結果をパーセンテージにあ らわ して比較 した(表7)。



結果を見ると、各項 目に対 し 「どんなことがあっても許 されない」 と回答 した比率が、東京都

調査に比べ今回調査の方が、多 くの項 目でかな り高いことがわかる。

細か く見ると、性的暴力にあたるh(ポ ルノ視聴強要)、i(避 妊非協力)、j(性 行為強要)

の3項 目はすべて15ポ イン ト以上高 く、また、c(妻 の外 出制 限)も15ポ イン ト以上、a(何 を

言っても無視)も10ポ イン ト以上高い。

それに次いで差が大 きいのはf(殴 るふ りでお どす)の 約9ポ イ ン トだが、e(「 誰のおかげ

で食べ られ るんだ」)で は約6ポ イ ン ト、d(大 事なものを捨てる ・壊す)で は約3ポ イ ン ト、

b(交 友 ・電話監視)で は約1ポ イン トの差に縮 まる。そ してg(平 手打ち)で は逆 に4ポ イ ン

ト東京都調査の方が高 くなっ ている。

この傾 向の理由は未詳だが、性暴力 に対す る潔癖 ともいえる態度は、今回調査の回答者が若年

層であることと何 らかの関係 があるのではないか と推測 される。 また、平手打ちに対す る許容性

は、男性 よ り女性 が平手打ちに許容的である(3.2.5.参 照)こ ととあわせ、大いに注 目に値

する。



3.5.　 個別の暴力被害経験

問12～15で は、女性 を対象に、配偶者 ・パー トナー以外か らの暴力被害経験について質問 して

いる。その回答結果をまとめ、東京都調査の結果 と比較 した。結果は表8～10の よ うになった。



以上の結果について簡単にま とめる。

まず、望まないつきあいを要求 された経験(表8)は 、東京都調査に比べて今回調査の方が少

ない。職場の上司か らが 「何度も」「1、2度 」あわせて23.7%に 対 し5.7%、 中高大学教師か ら

が同 じく6.2%に 対 し3.0%、 地域活動役職者か らが同 じく5.4%に 対 し0.6%、 とおよそ3か ら18

ポイ ン トの差があった。 これ は、今 回調査 の回答者の年齢層が低 いため、経験頻度が 「まだ低

い」 とい う解釈ができる。

次いで、痴漢被害経験 も東京都調査79.1%に 対 し今回調査59.1%と20ポ イン ト低い。 これは、

通勤を経験 していないため 「まだ低い」か、または首都圏 に比べて名古屋圏の方が通勤 ・通学時

の混雑が激 しくな く、痴漢の危険が相対的 には少 ない(と いっても5人 に3人 は被害経験がある

が)た め、と解釈できる。

それに対 し、ス トーキング被害経験 と性暴力被害経験1で は、東京都調査 と今回調査でほぼ同

じ程度の経験率が出ていることは注目に値する。 この理由は未詳だが、たとえば、ス トーキング

や性暴力の被害などは若年女性がターゲッ トとな りやすいことを示唆 している、 と見ることもで

きる。

3.6.　 暴力被害経験の累積

各回答者が暴力被害 をどのよ うに経験 しているかについて知るため、問12～15の 被害経験の累

積 を計算 し得点化 した。問12a、b、cの3項 目については 「何度 もあった」 を2点 、「1、2

度経験 した」を1点 とし、問13～15に ついては 「あった」を1点 として計算 した。その結果は、

表11に 示 した通 りである。

この得点のカテ ゴリーごとの平均点の差を一元配置分散分析によって検証 したが、有意差が見

られたのは学年のみ(p〈.05)で 、学年が高 くなるほど得点が高 く、被害経験が多いことが示

唆 された。調査年度、学校、学科については有意差がなかった。

1質 問紙 の文言は 「夫 ・パ ー トナー以外の男性 か ら
、お どされた り、押 さえつけ られた り、何 らかの方法で傷つ け られ た り

して性的 な行 為を強要 された こと」 となっている。



4.比 較と考察

日本にお ける女性への暴力に関する調査研究の嚆矢は 「夫(恋 人)か らの暴力」調査研 究会が

1992年 に実施 したもの(「 夫(恋 人)か らの暴力」調査研 究会1998)で あるが、東京都調査(東

京都1998)は この分野 日本初の一般人 口調査 として、内外 に大きな反響 を呼び起 こした。その

反響の1つ は、その後相次いだ国や地方自治体による女性に対する暴力や配偶者 間暴力に関する

調査であろ う。独立 した調査だけではなく、住民の生活状況調査 で配偶者間暴力に関する質問項

目を含めた ものも数 えると、相 当数にのぼった。

ここで これ らの調査すべてを参照す るのは困難 なので、 「夫(恋 人)か らの暴力」調査研 究会

による調査(以 下研究会調査 と略記)、 東京都調査の2つ 以外に、名 古屋市による調査(名 古屋

市2000)と 内閣府による調査(内 閣府2003)の あわせて4つ を参照 ・比較 し、女性への暴力に

ついての考察を試み る。

4.1. DV被 害経験の比較

上記4調 査はいずれ も配偶 ・恋人関係 における女性の暴力被害経験についてたずねてい る。質

問は さま ざまな種類の暴力について1つ1つ たずねる形式が多 く、文言 も少 しずつ異なる部分が

あるので、厳密な比較は難 しいが、以下に比較を試み よう。

上記4調 査の うち、内閣府調査は被害経験 を身体的暴力 ・精神的暴力 ・性的暴力の3カ テ ゴ リ

ーに大別 し
、それぞれについて 「これまで」と 「この1年 」の被害経験をたずねている。それに

対 し内閣府調査以外の3調 査は、大事なものの損壊 、「だれのおかげで食べ られ る」 とい うセ リ

フ、立ち上がれない くらいひ どい暴力、避妊への非協力、な ど、それぞれ10～17項 目についてひ

とつひとつ経験をたずねている。そこで、3調 査でほぼ共通 してたずね られていた 「交友関係や

電話の監視」「平手打ち」「性行為の強要」の3つ の被害経験率 を、それぞれ精神的暴力、身体的

暴力、性 的暴力を代表するもの とし、4調 査の結果を比較 してみた。その結果 をま とめた ものが

表12で ある。

やや乱暴な推論 にな らざるをえないが、この結果を比較検討 してみ よう。

まず身体的暴力は、無作為抽出調査ではない研究会調査を除いて、3調 査でほぼ同 じ程度の発

生率が示 された。 したがって、平手打ちのような身体的暴力は、 日本各地 どこでも同 じよ うな確

率でおこっているとい う推測が成 り立つ。 しかも、東京都 と名古屋市では 「何度 も」 と 「1、2

度」の比率も似てい る(こ の2調 査ではおよそ1対5、 内閣府調査ではお よそ1対2)。

次いで精神的暴力では、内閣府調査での発生率が低 いのに対 し、研究会調査を含む他の3調 査

での発生率が同 じ程度であった。ただ し、名古屋市調査でのこの項 目の文言は研究会や東京都で

の調査 よ りも広い含意の もの となってい ることに注意は必要だ し、内閣府調査の発生率の算定方

法などについての情報 もないため、推論に限界 はある。 もう1点 、精神的暴力は身体的暴力 より



もおこりやすいであろ う、 とい うわれわれ の予想に反 し、この発生率は平手打ちの発生率 とさほ

ど変わ らない。 これについては、精神的暴力概念やその問題性の認識 がまだ十分広まっていない

ため、 とい う仮説が考えられ る。

最後に性的暴力であるが、これは結果がばらついた とい うべきであろ う。 この解釈 として、ま

ず、他の調査 よりも広い含意の文言 を用いた名古屋市調査や、無作為抽出ではない研 究会調査の

発生率が高いのは理解できる。 また、東京都の1997年 と内閣府 の2002年 とい う調査年度の差(し

かもこの間には、2001年 のDV防 止法の成立 とい うエポックもあった)が 、回答者の意識 を変化

させた、とい う仮説 を考 えることはできる。ただ しこの場合、精神的虐待発生率は近年 になって

もそれほどの増加を示 していない、とい うことと矛盾す るので、それをどう考 えるかが問題 とな

る。

4.2.　 DV加 害への寄与要因

では、なぜ 「女性 に対す る暴力」がお こるのか。 これに関連 して、まず、DV加 害に関連 して

現段階で調査結果から明 らかになっていることをまとめてみ よう。

名古屋市と内閣府の調査では、男性回答者に、加害経験 についても聞いている。また、内閣府

の調査では、性別役割分業や暴力に対する意識、お よび回答者 自身の暴力被害経験な どについて

もたずねてお り、報告書にはこれ らのクロス集計結果 も一部掲載 されている。 これ らは加害す る

男性 としない男性の差を見るために有益 と思われるので、そのい くつかをまとめてグラフにした

(図3)。



統計検定をお こなっていないので厳密 な比較は難 しいが、 ここで見た意識3項 目、暴力 目撃経

験2項 目、暴力被害経験2項 目の うち、あま り差がないのは 「母 か ら父 に暴力があった」 「親か

ら精神的暴力を受 けた」の2項 目のみで、他5項 目は差があると見ることができる。そ して この

5項 目か らは、加害者は非加害者 に比べ、性別役割分業や夫の優位 を肯定 し、夫か ら妻への身体

的暴力 を正 当化 してお り、かつ、生育歴におけるDV目 撃や身体的暴力被害が多い、 といえる。

なお、夫か ら妻への身体的暴力の正当化がある、 といって も、正 当化する回答 をしてい るのは全

体の9%ほ どであり、加害者の大多数はいけない と知っていなが ら妻への暴力 をふ るった(て い

る)、 とい うことは興味深い。

DV加 害者教育プログラムなどの知見から、DV加 害の原因を家父長制的(男 性支配的)意 識

に求める説 とPTSDに 求める説の2つ が、現在の ところ有力であると思われる。この2者 は、

どちらもDVの 完全停止を求めるところか ら教育を始める点では共通 しているが、前者はDVを

「選択的な行為」 ととらえ、選択を正 当化す る男性支配的な意識 ・信念を変容 させ ることに重点

がおかれる(Pence　 &　Paymer　1993=2004,Adams　 &　Cayouette 2002=2002)の に対 し、後者はDV

の引き金 となる怒 りな どの感情の コン トロールやその源泉 となる経験の処理 も重んず る(Dutton

& Golant 1995=2001,Sonkin & Durphy l982=2003)、 とい う点で差があるようである。

内閣府調査の回答か らは、男性支配的意識 も暴力被害経験 もどち らも加害者においてよ り高い

ことが見て とれ た。直感的には、暴力被害経験の差の方が大き く見えるので、 こちらをより重大

な寄与要因 と考えた くなる。 ただ しこれにはいくつ もの留保が必要である。すなわち、検定や因



果性 の検討を含めた統計的手続はもっ と厳密でなければならない し、報告書 レベルのデータでは

加害の程度 と意識 ・経験 との関係が不明であ り、可能な らば元データの二次分析が望まれる。ま

た、ここでは暴力加害 と関係が薄い と推測 される親か らの精神的虐待経験は、非行や犯罪 にとっ

ては身体的虐待 と同様 に重 大な寄与要因であるこ とが確認 された研 究 もある(English　 et　als.

2001)。 さらに多角的な検討が必要 と考 えられ る。

4.3.　 「女性に対する暴力」の原因に関する考察

厳密 にいえば、上で検討 したDV加 害 と 「女性に対す る暴力」は同じではない。 したがって、

原因にも差がある可能性は否定 しえない。ただ し、女性 に対す る暴力一般 との共通部分はあるだ

ろ うし、それ について考察す ることは有意義だ と思われ る。

考慮に入れておかなけれ ばな らないのは、被害を引き起こす原因は重層的であ りうることであ

る。た とえばセクシュアル ・ハラスメン ト(以 下SHと 略記)を おこすのは加害者で、原因はま

ず何 よ りも加害者側の要因に求められなければならないが、よく知 られているよ うに、SH被 害

者に対す る社会の態度はきわめて冷淡で、被害者責任論や揶揄 などによる事態の矮 小化などの二

次加害 も相次ぎ、その厳 しさは被害を訴 える際の重大な障害 となっている。す なわち、被害は加

害者か らだけのものとは限 らない、 とい うことである。

この とき、た とえばSHに ついての 「性的役割の溢れ出 し理論」(Gutek　&　Morasch　1982)が 示

唆す るように、実際に性的にアクティブなのは男性であるにもかかわ らず、女性 とい うカテゴ リ

ーその ものに 「性的」 とい う含意が読み込まれ
、それが性 に対するアクシ ョンを引き起 こす と信

じられた りす る(「女性 の方がその気 にさせる」 といわれ る、など)と い うことが背景にある。

これは興味深いことに、「(妻に)サ ー ビスが拒否 されたときに暴力 をふ るう」な どとい う男性

バ タラーたちの理 由づけ(言 いわけ)(中 村　1996:22)と 類似する部分がある。 その前提には、

妻がサー ビス して当然、 とい う信念(思 いこみ)が あるのである。

この社会において女性は 「性化」、すなわち性的な存在であるよ う水路づけられ強制 されてい

る。女性はそれによって性的魅力やサー ビスの提供 など、ある種の振る舞いを否応 なく期待 され

てお り、それに反 した ものは 「女性 にあるま じきもの」 としての冷たい扱 いが待ってい る。そ し

て男性 は、性化 された存在 としての女性に対 し、ある者は性的魅力 を暴力的に奪お うとし、ある

者は得 られ るべきサー ビスが得 られなかったといって暴力 をふ るう。いずれにせよその背景にあ

るのは、女性の特質を限定 し、かつそれを男性が支配する、 とい う二重の意味で暴力的な構造で

あるといえるのではないだろうか。

もちろん以上の考察のみでは、大多数の男性が女性に対す る暴力をふるわない、 とい う点に対

す る説明力が弱い。だが、女性に対す る暴力が問題化 されてか らかな りの時間がたつにもかかわ

らず、対策が遅々として進まない現状について、ある程度の説明力はあるのではないか と考 えら



れる。

5.結 論

中部地方大学生における女性に対す る暴力に関す る意識 と経験を、1998年 か ら2001年 にかけて

調査 した。

性別役割 などに関する意識において、各種カテゴ リー間の差 を検討 したが、もっとも目立った

のは性差 で、男性 よ りも女性の方が明 らかに女性 に対する暴力に厳 しい見方をもっていた。 ただ

し平手打ちについては男性 より女性の方が許容的であることが注 目された。また、同 じ質問文を

用いた東京都調査の結果 と比較 した ところ、おおむね同様で、一部はよりラデ ィカルな傾 向が見

られた。暴力に関する許容度は、東京都調査 よりも今回調査の方が低 く、特に性暴力については

厳 しい見方が示 された。

女性の被害経験については、望まないつきあいの強要経験は約1～6%、 痴漢被害は約60%、

ス トーキ ング被害は約25%、 性暴力被害は約6%が 経験 しているとい う結果が出た。東京都調査

との比較 では、前2者 は東京都 より低 く、後2者 は同様の比率であった。

考察のため、 「夫(恋 人)か らの暴力」調査研究会、東京都、名古屋市、内閣府 の4つ の 「女

性に対す る暴力」調査結果を比較 したが、無作為抽 出でおこなわれた後3者 の調査でDVの 身体

的暴力被害比率がほぼ同 じ程度示 されたのに対 し、精神 的暴力や性的暴力の被害では結果がばら

ついた。また、内閣府調査から、DV加 害経験男性 と非経験男性 との意識や生育歴 についての差

を見たが、加害経験男性 の方が、性別役割分業に肯定的で暴力を正当化す る傾向が強 く、生育歴

において暴力 を目撃 した り受けた りすることが多かった。 これを参照 しつつ、女性 に対す る暴力

の原因について簡潔 に考察をおこなった。
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